
〇上球磨消防組合郵送入札実施要綱 

令和 2 年 8 月 19 日 

告示第 8 号 

上球磨消防組合郵送入札実施要綱 

（趣旨） 

第１条  この要綱は、上球磨消防組合財務規則（昭和５６年規則第３号）に定めるものの

ほか、上球磨消防組合（以下「当組合」という。）が発注する工事等の入札において、透

明性及び競争性を高めるため、郵送による入札方式（以下「郵送入札」という。）に関し、

必要な事項を定める。 

 

（対象） 

第２条 この要綱により郵送入札を実施する工事等の対象は、次の各号に定めるとおり 

とする。ただし、郵送入札によりがたい事由がある場合は、この限りでない。  

（１） 工事又は製造の請負       予定価格が１３０万円以上 

（２） 物品購入            予定価格が ８０万円以上 

（３） 物件の借入れ          予定価格が ４０万円以上 

（４） 前各号に掲げるもの以外のもの  予定価格が ５０万円以上 

 

（入札の公告） 

第３条  上球磨消防組合長（以下「組合長」という。）は、郵送入札の工事等について、制

限付一般入札に付すときは上球磨消防組合財務規則第６１条に規定する公告、指名競争

入札に付するときは当該業者に対し所定の指名通知書による通知に次に掲げる事項を

併せて明示する。 

（１） 入札書等の送付方法 

（２） 入札書等の到着期限 

（３） 入札書の送付先 

（４） 入札回数 

（５） 開札日時 

（６） 郵便入札の条件に反した入札を無効とする旨 

 

（入札関係書類） 

第４条 入札関係書類は、入札書（別記様式第１号）、入札要綱、設計図書等、入札金額内

訳書、質疑書（別記様式第２号）、その他組合長が必要と認める書類とする。 

２ 入札関係書類の配布には、郵送、ＦＡＸ、電子メール等を用いることとする。 

 

（入札書の郵送） 

第５条 郵送により入札に参加しようとする場合は、次の各号により行なわなければな 



らない。 

（１） 入札参加者は、入札書（別記様式第１号）に必要事項を記入し、記名押印（押印  

は、当組合へあらかじめ届け出た印判に限る。）のうえ、入札書封筒に必要事項を

記入し、入札関係書類等（工事の場合は入札金額内訳書を添え）とともに送付用封

筒に封入し、入札書の到着期限までに日本郵便多良木郵便局留めの一般書留、簡易

書留又は配達記録郵便で郵送しなければならない。 

（２） 入札回数は、１回とする。 

（３） 郵送した入札書は、書換え、引換え又は撤回することはできない。 

（４） 入札書郵送後においても、入札執行（開札）までの間は、書面により入札を辞退 

  することができる。 

（５） 入札書が入札書の到着期限までに到着しない場合は、当該入札を辞退したもの 

とみなす 

（６） 入札書に記載する日付は、入札執行（開札）日とする。 

 

（無効の入札） 

第６条 次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。 

（１） 入札書封筒に差出人名等が記載されていないとき 

（２） 入札金額内訳書が同封されていないとき 

（３） 前号の入札金額内訳書に記載すべき事項にもれ又は誤りがあるとき 

（４） 書留、簡易書留及び配達記録郵便以外の方法でされたとき 

（５） 入札書封筒記載の工事名等又は差出人名と入札書の工事名等又は差出人名が相 

違しているとき 

（６） 入札書の到着期限を過ぎて到着したとき 

（７） その他、競争入札心得の無効の入札に該当するとき 

 

（開札） 

第７条 入札書の到着期限までに到着した入札書の開札は、あらかじめ指定した日時、場

所において執行する。 

２ 代理人を立ち会わせようとする入札者は、委任状（別記様式第３号）を提出しなけれ

ばならない。 

３ 開札の結果、落札となるべき同価の入札をした者が２者以上あるときは、落札決定を

保留し、後日、開札事務従事者及び同価格入札者の立会いのもと、くじにより落札者を

決定する。同価格入札者にくじを引かない者があるときは、当組合の職員が代わってく

じを引くものとする。 

４ 開札の結果、落札者がない場合は、上球磨消防組合競争契約入札事務処理要領（平成

３０年訓令第１９号）第９項の規定を準用するものとする。 

 



（入札結果の公表）  

第８条 入札結果は、落札者の決定後、速やかに当組合掲示板及びホームページにて公表 

するものとする。 

 

（落札者への通知） 

第９条 落札後は、落札者に対して落札者決定通知書（別記様式第４号）にて速やかに通

知するものとする。 

 

（入札延期等） 

第１０条 郵送入札において、事故が発生したとき、又は不正な行為等により必要がある 

と認めるときは、入札を延期し、又は中止することができる。 

 

（その他） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、組合長が別に定める。 

 

   附 則 

この要綱は、令和２年８月１９日から施行する。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



様式第１号 

入   札   書 

 

金 額 

十 億 千 百 十 万 千 百 十 円 

          

 

 

業務（事業）番号    第  号                                    

 

業務（事業）名                                                   

 

履行（納入）場所  球磨郡                地内      

 

上球磨消防組合競争契約入札心得その他関係規定を承諾の 
うえ入札します。 

 

  年  月   日 

 

住    所                                         

 

                商号又は名称                       

 

代 表 者 名                         

 

 

      上球磨消防組合長         様 

 

（備   考） 

      １ 入札金額の有効数字直前に￥を付すこと。 

      ２ 入札金額は、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を 

記載すること。 

 



様式第 2 号 

質   疑   書 
 

                                             NO.                                      

住    所  

商号又は名称  

 

業務（事業）名  

履行（納入）場所 球磨郡               地内 

 

NO 質 疑 内 容      回 答 内 容      

                                 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                         



様式第３号 

 

委   任   状 

 

 

 

                                      年  月  日 

 

上球磨消防組合長          様 

 

 

（委任者）住 所 

 

                 商号又は名称 

 

                 代表者名                   

 

 

 

私は、           を代理人と定め、下記業務委託（事業）の開札立 

会に関する一切の権限を委任します。 

 

 

 

記 

 

１ 業務（事業）番号     第  号 

   

２ 業務（事業）名       

 

  ３ 履行（納入）場所     球磨郡            地内 

 

  ４ 代理人（受任者） 

 

 

 



様式第４号 

 

年  月  日 

 

                 様 

 

上球磨消防組合長 

 

落札者決定通知書 

 

下記の案件について、下記の者が落札した旨通知いたします。 

記 

案件番号 

案件名称             年度 第〇号     

 

開札日時             年  月  日    時   分 

 

落札企業名称 

 

落札金額              円（税抜き） 

                  円（税込み） 

 

備考   

以上 

 

 


